
「道路計画・設計マニュアル」(令和4年4月）　正誤表

章 節 ページ 誤 正 備　考 修正日

目次 - - 2-5-8　埋蔵文化財の取り扱い 2-5-8　埋蔵文化財等の取り扱い 令和4年6月22日

目次 - - ４-11　小型道路について
ページ番号　4-35

４-11　小型道路について
ページ番号　4-33 ページ番号修正 令和4年6月22日

目次 - -
5-3　ラウンドアバウト（環状交差
点）の計画
ページ番号　5-07

5-3　ラウンドアバウト（環状交差
点）の計画
ページ番号　5-07

フォント修正 令和4年6月22日

目次 - - 7-２　基本方針
ページ番号　7-01

7-２　基本方針
ページ番号　7-02 ページ番号修正 令和4年6月22日

目次 - - 13-2-4　色彩
ページ番号　13-08

13-2-4　色彩
ページ番号　13-09 ページ番号修正 令和4年6月22日

目次 - - 13-3-3　路面標示設計・施工マニュ
アル

13-3-3　道路標示設計・施工マニュ
アル

令和4年6月22日

4章 4-3-2 4-7
以下に「費用便益分析マニュアル 平
成 30 年 2 月 国土交通省 道路局 都
市局」から・・・

（修正）
以下に「費用便益分析マニュアル 令
和 4 年 2 月 国土交通省 道路局 都市
局」から・・・

費用便益分析マニュアル
改訂に伴う修正

令和4年6月22日

4章 4-3-2 4-7

■マニュアルの更新等
・ 費用便益分析にあたり、原則とし
て用いるべき費用及び便益の項
目・・・・・原則として公表するもの
とする。

（追加）
・ この他の効果項目についても、十
分な精度で計測し、金銭表現を可能と
するための手法について、今後とも検
討を加え、マニュアル自体を逐次更新
していく予定である。
・ 本マニュアルでは、費用便益分析
にあたり、原則として用いるべき費用
及び便益の項目、・・・・原則として
公表するものとする。
・ 本マニュアルで示している原単位
のうち、時間価値原単位については、
人・車両・貨物の時間価値を用いて算
出している。貨物の時間価値について
は、貨物の価値額に単位時間あたりの
金利を乗じることにより算出している
が、貨物輸送の実態を必ずしも反映で
きていない点に留意が必要である。

費用便益分析マニュアル
改訂に伴う修正

令和4年6月22日
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章 節 ページ 誤 正 備　考 修正日

■費用及び便益算出の前提
・費用便益分析にあたっては、算出し
た各年次の便益、費用の値を割引率を
用いて現在価値に換算して分析する。

現在価値算出のための社会的割引率；
４％
　　　基準年次；評価時点
　　　検討年数；50年
の数値を用いて計算を行なうものとす
る。検討年数は、道路施設の耐用年数
等を考慮し50年としている。

（追加）
・ 費用便益分析にあたっては、算出
した各年次の便益、費用の値を割引率
を用いて現在価値に換算して分析す
る。なお、評価時点までの各年次の便
益、費用は、時価変動分を除外するた
め、基準年次の実質価格に変換（デフ
レート）する。デフレータにはGDP
デフレータ（内閣府経済社会総合研究
所により公表）を適用することとする
が、公表されている最新のデータを用
いるよう、十分留意する。
　　本マニュアルでは、費用便益分析
にあたり、
現在価値算出のための社会的割引率；
４％
　　　基準年次；評価時点
　　　検討年数；50年
の数値を用いて計算を行なうものとす
る。検討年数は、道路施設の耐用年数
等を考慮し50年としている。ただ
し、複数の区間又は箇所が一体となっ
て効果を発揮する道路ネットワークに
ついて、それらをまとめて評価する場
合は、事業全体が完成するまでの事業
実施期間と耐用年数等により検討年数
を設定する。

4章 4-3-2 4-7 費用便益分析マニュアル
改訂に伴う修正

令和4年6月22日
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章 節 ページ 誤 正 備　考 修正日

4章 4-3-2 4-8

図4－3－2　費用便益分析概略検討フ
ロー
出典：費用便益分析マニュアル　平成
30年２月　国土交通省　道路局　都
市局 P3

（差し替え）

図4－3－2　費用便益分析概略検討フ
ロー
出典：費用便益分析マニュアル　令和
４年２月　国土交通省　道路局　都市
局 P3

令和4年6月22日

8章 8-3 8-1
（修正）
③ 誤字修正 令和4年6月22日

2章 2-5-7 2-33
道路く億

（修正）
道路局 誤字修正 令和5年3月31日

12章 12-5-2 12-16

（TA値修正）

令和5年3月31日
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章 節 ページ 誤 正 備　考 修正日

12章 12-5-2 12-18

（TA値修正）

令和5年3月31日

12章 12-5-2 12-19

（舗装構成案修正）

令和5年3月31日

16章 16-2-3 16-3 縁石には、防草タイプの製品もあるた
め、採用を検討すること。

（修正）
縁石には、防草タイプ製品の率先利用
に努めること。

令和５年３月30日付検査
指導課事務連絡に伴う修
正

令和5年3月31日

16章 16-2-3 16-5 側溝には、防草タイプの製品もあるた
め、採用を検討すること。

（修正）
側溝には、防草タイプ製品の率先利用
に努めること。

令和５年３月30日付検査
指導課事務連絡に伴う修
正

令和5年3月31日
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章 節 ページ 誤 正 備　考 修正日

16章 16-2-3 16-5

―
（追加）
（４）防草タイプコンクリート製品設
計図書記載例
　・図面

注：防草構造を図示すると、材料指定に見なされることから、参考
図とする。

・特記仕様書
第〇〇条「防草タイプコンクリート製
品」の推奨について
　歩車道境界ブロック、管渠型側溝等
については、維持管理に有効となる防
草タイプコンクリート製品を推奨する
ものとし、率先利用に努めるものとす
る。
　なお、防草タイプ製品が使用できな
い場合は、監督員と協議の上、標準品
を使用すること。

令和５年３月30日付検査
指導課事務連絡に伴う修
正

令和5年3月31日

12章 12-5-2 12-18

（設計TA値修正）

令和5年8月21日
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章 節 ページ 誤 正 備　考 修正日

12章 12-5-2 12-18

（設計TA値修正）

令和5年8月21日

12章 12-5-2 12-18

（設計TA値修正）

令和5年8月21日

12章 12-5-2 12-18

（設計TA値修正）

令和5年8月21日

12章 12-5-2 12-20

（設計TA値修正）

令和5年8月21日
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章 節 ページ 誤 正 備　考 修正日

12章 12-5-2 12-21

（設計TA値修正）

令和5年8月21日

12章 12-10-4 12-37

（添付図修正）

令和5年8月21日
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